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１．議案第６号，第７号及び第８号関連

－ 参－1 －
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天神明治通り地区関連

－ 参－2 －



－ 参－3 －
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－ 参－4 －



－ 参－5 －



福岡広域都市計画地区計画の変更（市決定）

都市計画天神明治通り地区地区計画を次のように変更する。 

名   称 位   置 面 積 備考

天神明治通り地区地区計画
福岡市中央区天神一丁目及び二丁

目の各一部
約 １７．０ha 

（参 考）

総 括 表

区 分 
地区計画等箇所数 

(箇所) 

面 積 

(ha) 

計画決定済 １３２ 約１４６４．０ 

うち 再開発等促進区を含む地区計画 １５ 約  ９９．３ 

うち 集落地区計画 １ 約 ７．７ 

今回分 （１） 約（１７．０） 

うち 再開発等促進区を含む地区計画 （１） 約（１７．０） 

うち 集落地区計画 －   － 

計 １３２ 約１４６４.０ 

－ 参－6 －



－ 参－7 －
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－ 参－9 －



－ 参－10 －
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－ 参－12 －
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－ 参－14 －
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福岡広域都市計画道路の変更（市決定）

都市計画道路中３･３･１－１５３号天神通線及び８･６･１－２号天神地下道２号線を次のように変更する。 
注）朱書き・下線は新，（）は旧を示す 

種 

別 

名  称 位  置 区 域 構  造 

備 考 

番 号 路線名 起 点 終 点 
主 な 

経過地 
延 長 

構造 

形式 

車線 

の数 
幅員 

地表式の区間に 

おける鉄道等との

交差の構造 

幹 
線 
街 
路

3･3･

1-153 天神通線 

福岡市中央区 

天神一丁目 

福岡市中央区 

渡辺通五丁目 

福岡市中央区 

天神一丁目 

約660ｍ 

（550ｍ） 地表式 4車線 22ｍ 

福岡都市高速鉄道

１号線，福岡都市

高速鉄道２号線及

び福岡都市高速鉄

道３号線と立体交

差３箇所 

幹線街路と 

平面交差４箇所 

福岡都市高速鉄道

３号線と立体交差 

幹線街路と 

平面交差３箇所 

― 

特 
殊 
街 
路

8･6･ 

1-2

天神地下道 

 2号線 

福岡市中央区 

天神二丁目 

福岡市中央区 

天神二丁目 

福岡市中央区 

天神二丁目 約210ｍ 地下式 ― ８ｍ ― 

歩行者 

専用 

道路 

なお，福岡市中央区天神二丁目地内に約900㎡の天神地下中央広場を設ける。 

「区域及び構造は計画図表示のとおり」 

－ 参－18 －



－ 参－19 －



－ 参－20 －



福岡広域都市計画都市高速鉄道の変更（市決定）

福岡広域都市計画都市高速鉄道中，福岡都市高速鉄道１号線を次のように変更する。 

１．線路部分 注）朱書き・下線は新，（）は旧を示す 

名称 

位置 区域 構造 

備考 
起点 終点 主な経過地 延長 

構造 

形式 

地表式の 

区 間 に 

お け る 

幹線街路 

等との交

差の構造 

福岡都市 

高速鉄道 

１号線 

福岡市西区 

姪の浜五丁目 

福岡市博多区 

空港前三丁目 

福岡市早良区 

西 新三丁 目 

約 13,440m 
線路線数 

２ 

福岡市中央区 

天 神二丁 目 

福岡市博多区 

御 供 所 町 

福岡市博多区 

博多駅中央街 

福岡市博多区 

東比恵二丁目 

内 訳 

福岡市西区 

姪の浜五丁目 

福岡市西区 

姪の浜一丁目 

福岡市西区 

姪の浜四丁目 
約 530m 嵩上式 

福岡市西区 

姪の浜一丁目 

福岡市博多区 

空港前三丁目 

福岡市早良区 

西 新 三 丁 目 

約 12,550m 地下式 

福岡市中央区 

天 神 二 丁 目 

福岡市博多区 

御 供 所 町 

福岡市博多区 

博多駅中央街 

福岡市博多区 

東比恵二丁目

約 360m 地表式 

－ 参－21 －



２．主要施設 注）朱書き・下線は新，（）は旧を示す 

名称 
位置 区域 備考 

路線名 施 設 名 

福岡都市 

高速鉄道 

１号線 

姪 浜 駅 福岡市西 区姪の浜四丁目 約 7,100 ㎡ 

室 見 駅 福岡市早良区室 見一丁 目 約 4,100 ㎡ 

藤 崎 駅 福岡市早良区百 道二丁 目 約 4,600 ㎡ 

西 新 駅 福岡市早良区西 新三丁 目 約 6,900 ㎡ 

唐 人 町 駅 福岡市中央区唐人町一丁目 約 4,600 ㎡ 

大濠公園駅 福岡市中央区大手門一丁目 約 5,900 ㎡ 

赤 坂 駅 福岡市中央区赤 坂一丁 目 約 6,000 ㎡ 

天 神 駅 福岡市中央区天 神二丁 目 
約 10,500 ㎡ 

(約 10,600 ㎡) 

中洲川端駅 福岡市博多区上 川 端 町 約 10,700 ㎡ 

祇 園 駅 福岡市博多区御 供 所 町 約 5,100 ㎡ 

博 多 駅 福岡市博多区博多駅中央街 約 21,900 ㎡ 

東 比 恵 駅  福岡市博多区東比恵二丁目 約 3,400 ㎡ 

福岡空港駅 福岡市博多区大 字下臼 井 約 3,300 ㎡ 

姪浜検車場 福岡市西 区下山門四丁目 約 94,000 ㎡ 

「区域及び構造は計画図表示のとおり」 

－ 参－22 －



－ 参－23 －



－ 参－24 －



天神明治通り地区地区計画(天神1丁目北ブロック14番街区) 

に関する都市施設等整備協定書 

  福岡市（住宅都市局）（以下「甲」という。）、日本生命保険相互会社及び積水ハウス株式

会社（以下「乙」という。）は、次のとおり都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」と

いう。）第75条の２第１項に規定する都市施設等整備協定を締結する。 

（目的） 

第１条 本協定は、法第75条の２第１項の規定に基づき、天神明治通り地区地区計画(天神1丁目

北ブロック14番街区) （以下、「地区計画」という。）変更案の作成にあたり、都市計画

変更を予定している都市計画道路天神通線（北側延伸部）（以下、「天神通線」とい

う。）と乙が整備する当該地区計画に係る天神通線と一体となった歩行者用通路（以下、

「協定対象施設」という。）の円滑かつ確実な整備を目的とする。 

（協定の目的となる都市施設等） 

第２条 協定対象施設は、都市計画法施行規則（昭和44年建設省令第42号）第57条の2第10号の規

定に基づく施設として、乙が整備する施設とする。 

（協定対象施設の位置、規模） 

第３条 協定対象施設の位置、規模は、別紙、天神明治通り地区地区計画計画図（原案）及び 

添付図面に示す歩行者用通路Ｃ（幅員２ｍ：地上部）とし、今後、都市計画手続きを行 

う。 

（協定対象施設の整備の実施時期） 

第４条 乙による協定対象施設の整備の実施時期は、地区計画変更の都市計画決定後から天神通

線の14番街区側の整備完了までとし、甲・乙協議の上実施するものとする。 

（その他協定対象施設の整備及び管理に関する事項） 

第５条 協定対象施設の整備に要する費用は全て乙の負担とする。 

２ 乙は、協定対象施設及び甲が行う天神通線14番街区の整備のために必要となる用地を更地に

することとし、建物解体に係る補償は無償とする。 

３ 乙は、協定対象施設整備に支障となる市道天神8号線については、協定対象施設整備に着手 

する前に法第29条に基づく開発行為により天神通線に付け替えるものとする。 

４ 管理に関する事項については、別途、協定を締結するものとする。 

（是正措置等）  

第６条 甲は、乙が本協定に定める事項に違反した場合、乙に是正措置を文書により請求するこ

とができる。乙は是正措置を請求された場合、是正に必要となる措置をとることを文書に

より回答するものとする。 

－ 参－25 －



（協定の変更又は廃止の手続） 

第７条 本協定を変更又は廃止する場合には、甲及び乙双方の合意をもって行わなければならな

い。 

（協定の承継） 

第８条 乙が協定対象施設に係る土地を他に譲渡する場合は、協定対象施設に係るこの協定に基

づく権利又は義務も譲受人に承継されるものとする。 

（協定の期間） 

第９条 本協定は、乙による協定対象施設の整備をもって廃止する。 

 （その他） 

第10条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項について疑義が生じた場合には、甲及

び乙で別途協議の上処理するものとする。 

 以上の協定成立を証するため、本３通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ各自その１通を

保有する。 

令和２（西暦2020）年２月１７日 

甲 住所 福岡市中央区天神一丁目８番１号

氏名 福岡市 

福岡市長 髙島 宗一郎 印 

乙 住所 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

氏名 日本生命保険相互会社 

不動産部長 池田 宜之 印 

住所 福岡市中央区天神一丁目15番6号 

氏名 積水ハウス株式会社 

福岡マンション事業部 

事業部長 竹下 盛人 印 

－ 参－26 －



都市計
画道

市道天市道天神
天
道
市

15

線
号

神
天
道
市

15

線
号

中
（院
薬
鶴
舞
道
市

‐

線）
１

中
（院
薬
鶴
舞
道
市

‐

線）
１

市道天
神23号

線
市道天

神23号
線

都市計
画道路

千代大
手門線

都市計
画道路

千代大
手門線

－ 参－27 －



道路千
代大手

門線

線
通
神
天
路
道
画
計
市
都

市道天
神２号

線線
号
３
神
天
道
市

天神５
号線

天神５
号線

神
天
道
市

10

線
号

神
天
道
市

10

線
号

神
天
道
市

7

線
号

神
天
道
市

7

線
号

－ 参－28 －
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２．議案第７号関連

－ 参－31 －
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8・6・1-2　天神地下道２号線

－ 参－32 －



パルコ

ダイヤモンドビル

天神
ビル

イムズ

ソラリアステージビル

種
別

名 称 位 置 区 域 構 造 備考

番号 路線名 起点 終点 主な
経過地

延長 構造
形式

幅員 地表式の区間における
鉄道等との交差の構造

特
殊
街
路

8・6・1-2 天 神
地下道
２ 号線

福岡市
中央区
天 神
二丁目

福岡市
中央区
天 神
二丁目

福岡市
中央区
天 神
二丁目

約
210ｍ

地下式 8ｍ - 歩行者
専用
道路

なお，福岡市中央区天神二丁目地内に約900㎡の天神地下中央広場を設ける。

福岡広域都市計画道路の変更について

１ 福岡広域都市計画道路（天神地下道）の変更理由について

〇本路線（天神地下街における通路，広場，階段）は，当初，昭和47年12月に福岡広域都市計画道路

（8・6・1-2 天神地下道２号線）として都市計画決定を行った。

〇今回，隣接ビルの建替えに伴い，地下街の階段と地区計画により設ける広場を一体的に整備すること

で，地上と地下にゆとりある空間が創出されるとともに，歩行者が円滑に移動できるようになることから，

都市計画道路区域の変更手続きを進めるもの。

【参考】天神明治通り地区地区計画（天神一丁目南ブロック）

〇平成27年９月，天神明治通り地区地区計画に，

地区整備計画（天神一丁目南ブロック）を追加し，

都市計画決定を行った。

〇当街区においては，地区施設として，街区角

（３か所）で地下鉄や地下街などと接続し，地上・

地下の歩行者ネットワークを結節するとともに，

溜り空間となる広場を定めている。

２ 福岡広域都市計画道路（8・6・1‐2天神地下道２号線）の概要

広場Ａ（地上部）
広場Ｉ（地下部）

凡 例

8・6・1-2
天神地下道２号線

都市計画道路 既設

都市計画道路 新規

都市計画道路 廃止

天神地下道（その他） 都市計画道路 既設

東3b
階段

隣接ビル街区

写真（変更前）

明治
通り

渡辺
通り

－ 参－33 －
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パルコ

天神ビル

渡
辺
通
り

明治通り

店
舗

店
舗

店
舗

店
舗

店
舗

店
舗

店
舗

上り地下街中央広場

インフォ
メーション

地下鉄天神駅

地下鉄
天神駅

東3b
階段

地下

福岡ビル

ダイヤモンドビル

パルコ

天神ビル

店
舗 改札口

地下接続動線

階段踊り場から接続

４ スケジュール（予定）

３ 変更の概要

＜変更前（概略イメージ）＞

令和２年 ６月

令和２年 ７月

令和２年 ８月

令和２年 ９月

福祉都市委員協議会
都市計画案の縦覧（法定縦覧）（縦覧者15名，意見書０通）

都市計画審議会に付議

都市計画決定告示

＜変更後（概略イメージ）＞

■地下

地下街中央広場及び地下鉄天神駅と地下

広場Ⅰがバリアフリー接続

■地上

地上広場Ａに階段の出入口

■地上と地下の移動手段

階段，エレベーター，エスカレーター

■地下

地下街中央広場から上る階段途中の踊り場

と隣接ビルが接続

■地上

街区の角に階段の出入口

■地上と地下の移動手段

階段

－ 参－34 －



－ 参－35 －



福岡広域都市計画道路の変更（市決定）

都市計画道路中３･３･１－１５３号天神通線及び８･６･１－２号天神地下道２号線を次のように変更する。 
注）朱書き・下線は新，（）は旧を示す 

種 

別 

名  称 位  置 区 域 構  造 

備 考 

番 号 路線名 起 点 終 点 
主 な 

経過地 
延 長 

構造 

形式 

車線 

の数 
幅員 

地表式の区間に 

おける鉄道等との

交差の構造 

幹 
線 
街 
路

3･3･

1-153 天神通線 

福岡市中央区 

天神一丁目 

福岡市中央区 

渡辺通五丁目 

福岡市中央区 

天神一丁目 

約660ｍ 

（550ｍ） 地表式 4車線 22ｍ 

福岡都市高速鉄道

１号線，福岡都市

高速鉄道２号線及

び福岡都市高速鉄

道３号線と立体交

差３箇所 

幹線街路と 

平面交差４箇所 

福岡都市高速鉄道

３号線と立体交差 

幹線街路と 

平面交差３箇所 

― 

特 
殊 
街 
路

8･6･ 

1-2

天神地下道 

 2号線 

福岡市中央区 

天神二丁目 

福岡市中央区 

天神二丁目 

福岡市中央区 

天神二丁目 約210ｍ 地下式 ― ８ｍ ― 

歩行者 

専用 

道路 

なお，福岡市中央区天神二丁目地内に約900㎡の天神地下中央広場を設ける。 

「区域及び構造は計画図表示のとおり」 

－ 参－36 －



パルコ

紙与
渡辺ビル

－ 参－37 －



紙与
天神ビル

－ 参－38 －



３．議案第９号関連

－ 参－39 －



3-3-114

貝塚駅周辺土地区画整理

八

第10号生産緑地地区（麦野）

第11号生産緑地地区（板付）

第９号生産緑地地区（麦野）

 第８号 生産緑地地区（麦野）

 第７号 生産緑地地区（清水）

 第６号 生産緑地地区（上牟田）

 第５号 生産緑地地区（清水）

 第３号 生産緑地地区（三苫）
 第４号 生産緑地地区（三苫）

 第２号生産緑地地区（立花寺）

 第１号 生産緑地地区（松島）

－ 参－40 －



福岡広域都市計画生産緑地地区の変更（市決定）について

１ 生産緑地制度の概要

２ 主な指定要件

３ 第９号，10号，11号生産緑地地区の変更

○本制度は，都市農地を計画的に保全し，良好な都市環境を形成することを目的に，農

地等の所有者の申出に基づき，都市計画に生産緑地地区を定めることができる制度

○指定後30年間，農地等として管理の義務や建築物等の建設が制限される一方，固定資

産税等の軽減措置が受けられる。

○本市は，平成10年に本制度を導入し，平成30年４月に運用基準の改正を行い，現在ま

でに８地区，2.27haを生産緑地地区に指定している。

○本市では，｢福岡市農林業総合計画｣ (H29.3策定)において，都市型農業の推進と農地

が持つ多面的機能を将来にわたって維持し，市民に潤いと安らぎのある生活環境を提

供し続けることができるよう，市街化区域内農地も含めた「農地の保全」に取り組むことと

している。

○市街化区域内の連坦性がある一団化した農地等で，１地区あたり500㎡以上であること。

○農業従事者等の状況から，長期に亘って営農継続が可能であると認められること。

・農業従事者の状況

農業従事日数60日以上

年齢50歳以下（ただし，営農継続が可能と認められる場合は，この限りではない）

・経営耕地の総面積30アール（3,000㎡）以上

・農業粗生産額及び農業以外の事業等も含めた収入から安定した営農が確認できること。

○緑地機能の確保，または，施設園芸等，都市型農業の振興に資する農地等で，都市環境

の向上について効果が期待できること。

○災害時における周辺住民の避難空間等として活用できるよう，防災協力農地として市に

登録すること。

○本市が都市農業を推進するにあたり，当該生産緑地地区は都市農業振興に資する

農地であり，市街化区域内の緑地機能の補完等として良好な都市環境の形成に寄

与するため，本案のとおり変更するもの。

４ 今後のスケジュール（予定）

令和２年６月 経済振興委員会・福祉都市委員協議会報告（福岡広域都市計画生産緑地地区の変更）

令和２年７月 都市計画案の縦覧（法定縦覧）（縦覧者11名，意見書０通）

令和２年８月 都市計画審議会に付議

令和２年９月 都市計画決定告示

－ 参－41 －



名      称 　第９号生産緑地地区(麦野)

所　在　地 　博多区麦野二丁目４番９

指定面積 　約0.10ha

生産品目 　米

名      称 　第10号生産緑地地区(麦野)

所　在　地 　博多区麦野一丁目30番19

指定面積 　約0.07ha

生産品目 　枝豆，白菜，キャベツ

名      称 　第11号生産緑地地区(板付)

所　在　地 　博多区板付七丁目８番30

指定面積 　約0.06ha

生産品目 　ブロッコリー，キャベツ，枝豆

○第９号生産緑地地区(麦野)

現地写真

○第10号生産緑地地区(麦野)

現地写真

○第11号生産緑地地区(板付)

現地写真

新計画決定区域

凡　例

計画図

計画図

新計画決定区域

凡　例

新計画決定区域

凡　例

計画図

現地写真の方向

現地写真の方向

現地写真の方向

指定位置図

－ 参－42 －



参考

指定年度 指定番号 所在地
面積
（ha）

生産品目

１号 　東区松島一丁目 0.73 　青ねぎ

２号 　博多区立花寺二丁目 0.30 　市民農園

３号 　東区三苫三丁目 0.20 　甘藷，観葉植物苗

４号 　東区三苫三丁目 0.16 　観葉植物

５号 　南区清水三丁目 0.10 　しゅんぎく，小松菜

６号 　博多区上牟田一丁目 0.44 　ねぎ

H12年度 ７号 　南区清水三丁目 0.17 　しゅんぎく

H30年度 ８号 　博多区麦野二丁目 0.17 　玉ねぎ，水菜，小松菜

９号 　博多区麦野二丁目 0.10 　米

10号 　博多区麦野一丁目 0.07 　枝豆，白菜，キャベツ

11号 　博多区板付七丁目 0.06 　ブロッコリー，キャベツ，枝豆

合　計 11地区 2.50

H11年度

H10年度

R２年度

－ 参－43 －



福岡広域都市計画生産緑地地区の変更（市決定）

都市計画生産緑地地区を次のように変更する。 

注）朱書き・下線は新，（ ）は旧を示す 

名称 位置 面積（ha） 備考 

第１号生産緑地地区（松島） 松島一丁目地内 約０．７３ 

第２号生産緑地地区（立花寺） 立花寺二丁目地内 約０．３０ 

第３号生産緑地地区（三苫） 三苫三丁目地内 約０．２０ 

第４号生産緑地地区（三苫） 三苫三丁目地内 約０．１６ 

第５号生産緑地地区（清水） 清水三丁目地内 約０．１０ 

第６号生産緑地地区（上牟田） 上牟田一丁目地内 約０．４４ 

第７号生産緑地地区（清水） 清水三丁目地内 約０．１７ 

第８号生産緑地地区（麦野） 麦野二丁目地内 約０．１７  

第９号生産緑地地区（麦野） 麦野二丁目地内 約０．１０ 追加 

第 10 号生産緑地地区（麦野） 麦野一丁目地内 約０．０７ 追加 

第 11 号生産緑地地区（板付） 板付七丁目地内 約０．０６ 追加 

合  計 
11地区 

（８地区） 

約２．５０ 

（約２．２７） 

「位置及び区域は，計画図表示のとおり」 

－ 参－44 －
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